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東浦町議会傍聴規則の一部を改正する規則 

東浦町議会傍聴規則（昭和 46年東浦町議会規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改める。 

改正後 改正前 

（傍聴席の区分） 

第２条 略 

 

 

（傍聴券等の交付） 

第３条 議会の議事を傍聴しようとする

者は、自己の住所及び氏名（報道関係者

にあっては、所属する報道機関の名称及

び所在地並びに自己の氏名）を受付に申

し出て、傍聴券の交付を受けなければな

らない。 

２ 略 

 

 

 

（傍聴人の制限） 

第４条 一般席の傍聴人の定員は、31人と

する。傍聴人がこの定員に達したとき

は、議長は以後の傍聴人の傍聴を拒絶す

ることができる。 

 （傍聴席へ入ることのできない者） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する

者は、傍聴席に入ることができない。 

（１）銃器、刃物、棒その他他人に危害を

加えるおそれのある物を携帯してい

る者 

（２）ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場

に現在する者に対する示威的行為の

ために使用されるおそれがあると認

められる物を携帯し、又は着用してい

る者 

（３）酒気を帯びていると認められる者 

 

（傍聴席の区分） 

第２条 略 

２ 報道関係者席に入ることができる者

は、議長の認める報道関係者に限る。 

（傍聴券等の交付）                                       

第３条 議会の議事を傍聴しようとする

者は、自己の住所、氏名及び年令を受付

に申し出て、傍聴券の交付を受けなけれ

ばならない。 

 

 

２ 略 

３ 報道関係者で、議長から傍聴章の交付

を受けた者は前項の規定にかかわらず、

これを着用して傍聴することができる。 

（傍聴人の制限） 

第４条 傍聴人の定員は、32人とする。傍

聴人がこの定員に達したときは、議長は

以後の傍聴人の傍聴を拒絶することが

できる。 

 （傍聴席へ入ることのできない者） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する

者は、傍聴席に入ることができない。 

（１）酒気を帯びている者 

 

 

（２）人に危害を加えるおそれのあるもの

を携帯する者 

 

 

 

（３）旗、のぼり、プラカードその他気勢

を示すおそれのあるものを所持する



 

（４）その他会議を妨害し、又は他人に迷

惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著

な事情が認められる者 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第７条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、

静粛を旨とし、次の事項を守らなければ

ならない。 

（１）議場における言論に対して拍手そ

の他の方法により公然と可否を表

明し、又は議場に現在する者に対し

て示威的行為をしないこと。 

（２）携帯電話端末その他音を発する機器

は、音を発しないようにすること。 

（３）飲食又は喫煙をしないこと。 

（４）写真の撮影、録音、録画等（特に

議長の許可を得たものを除く。）を

しないこと。 

（５）その他議場の秩序を乱し、会議を妨

害し、又は他人の迷惑となるような行

為をしないこと。 

  

 

 

 

 

 （係員の指示） 

第８条 傍聴人は、全て係員の指示に従わ

なければならない。 

 （違反に対する措置） 

第９条 略                    

者 

 

 

 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第７条 傍聴人は、次の事項を守らなけれ

ばならない。 

 

（１）帽子、外とう等を着用しないこと。 

 

 

 

（２）飲食し、または喫煙しないこと。 

 

（３）私語し、又は談笑しないこと。 

（４）議場の言論及び行為に対し、言語、

拍手等をもって批評を加え、又は可否

を表明しないこと。 

（５）前各号に規定するほか、議場の秩序

を乱し、又は議事を妨害するような行

為をしないこと。 

 （写真、映画等の撮影及び録音等の禁止）                             

第８条 傍聴人は、傍聴席において写真、

映画等を撮影し、又は録音等をしてはな

らない。ただし、特に議長の許可を得た

者は、この限りでない。 

 （係員の指示） 

第９条 傍聴人は、すべて係員の指示に従

わなければならない。 

 （違反に対する措置） 

第 10条 略 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

   提案理由 

 本案は、地方自治法第 130条第３項の規定に基づく会議の傍聴に関し必要な規則に

ついて、傍聴人の守るべき事項等を現在の社会情勢に合わせたものに改めるととも

に、所要の改正を行うため提案するものである。 


